
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
近
鉄
不
動
産
株
式
会
社
取
締
役
社
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し

た
こ
と
に
つ
い
て
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
二
年
七
月
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

測
量
の
目
的

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
及
び
現
地
測
量
）

二

測
量
の
地
域

奈
良
市
二
名
町
及
び
中
登
美
ヶ
丘
五
丁
目
の
各
一
部

三

測
量
の
終
了
年
月
日

令
和
二
年
五
月
二
十
一
日
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